
 

 

 廃炉発官Ｒ２第１００号 

令 和 ２ 年 ８ 月 １ ９ 日 

 

原 子 力 規 制 委 員 会 殿 

 

 

                                東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                                   東京電力ホールディングス株式会社 

            代表執行役社長  小早川 智明 

 

 

福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項の規定

に基づき，別紙の通り，「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の

変更認可の申請をいたします。 

 

                                                              以 上 

 

 



別紙（1 / 1） 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について，下記の箇所

を別添の通りとする。 

 

変更箇所，変更理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

５・６号機サブドレン集水設備復旧に伴い，下記の通り変更を行う。 

また，メタルクラッド開閉装置における地絡しゃ断導入に伴い，下記の通り変更

を行う。 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

2.7 電気系統設備 

本文 

・変更なし 

添付資料－６ 

・メタルクラッド開閉装置への地絡しゃ断器導入に伴う記載の変更 

 

2.35 サブドレン他水処理施設 

本文 

・添付資料の追加に伴う記載の追加 

   添付資料－１ 

   ・５・６号機サブドレン集水設備復旧に伴う全体概要図及び系統構成図の記載の変更 

・５・６号機サブドレン集水設備系統図の追加 

   ・記載の適正化 

   添付資料－１５ 

   ・５・６号機サブドレン集水設備復旧による地下水流入低減について新規記載 

 

Ⅲ 特定原子力施設の保安 

第３編（保安に係る補足説明) 

   2.1 放射性廃棄物等の管理 

   2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理 

・５・６号機サブドレン集水設備復旧に伴う記載の変更 

・５・６号機サブドレンピット汲み上げ水の告示濃度限度比の追加 

・記載の適正化 

 

 

以 上 
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2.7 電気系統設備 

2.7.1 基本設計 

2.7.1.1 設置の目的 

特定原子力施設に対して，必要な外部電源及び非常用所内電源を確保し，特定原子力施

設の機能を達成するために必要とする電力を供給できる電気系統設備を設置する。 

 

2.7.1.2 要求される機能 

(1) 特定原子力施設のうち重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及

び機器に対し，外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる

こと。 

(2) 外部電源は，異なる送電系統で２回線以上であること。 

(3) 非常用所内電源が使用できない場合は，電源車などの代替機能を有すること。 

 

2.7.1.3 設計方針 

特定原子力施設のうち電気系統設備の設計方針は次のとおりとする。 

 

(1) 電源の確保 

特定原子力施設に対して必要な電源を確保できる設計とする。 

重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及び機器が，その機能を達

成するために電力を必要とする場合においては，外部電源又は非常用所内電源のいずれか

らも電力の供給を受けられる設計とする。 

具体的には，特に高い安全機能や監視機能を有する設備は多重化又は多様化による電力

の供給，高い安全機能や監視機能を有する設備は電源切替による電力の供給，それ以外の

設備は単一系統による電力の供給など，設備の機能要求に応じて電力を供給する。 

 

(2) 外部電源 

外部電源は，異なるルートで２回線以上の送電線により電力系統に接続できる設計とす

る。 

 

(3) 非常用所内電源 

非常用所内電源は，多重性又は多様性を備え，かつ，独立性を備えた設計とする。 

 

(4) 検査可能性 

安全機能に関連する電気系統設備は，その機能の重要度に応じて，その重要な部分の健

全性及び能力を確認するために，適切な方法によりその機能を検査できる設計とする。 
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(5) 火災防護 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，不燃性又は難燃性のものを使用することを基本とす

る。 

 

(6) 耐雷対策 

電気系統設備の主要な機器については，新たな接地網の布設や既設の接地網との連接等

による接地抵抗の低減対策を行う。また，送電線については，避雷器を設置する対策を行

う。 

 

(7) 小動物侵入防止対策 

 電源盤内への小動物の侵入による短絡・地絡事故を防止するため，小動物の侵入する恐

れのある電源盤については，貫通孔等の侵入路の閉塞を行う。 

 

2.7.1.4 供用期間中に確認する項目 

所内共通ディーゼル発電機は，定期的に負荷をかけての運転状況を確認する。 

 

2.7.1.5 主要な機器 

(1) 設備概要 

福島第一原子力発電所１～４号機の特定原子力施設に電力供給する送電線は， 66kV送電

線５回線（大熊線３号，４号，東北電力（株）東電原子力線，双葉線１号，２号）で構成

する。 

通常時には，所内電力は，大熊線３号及び４号から南側 66kV 開閉所及び 66kV 受電用変

圧器を経由して供給する。また，双葉線１号及び２号から５号機及び６号機の起動用開閉

所，起動変圧器及び所内高圧母線を通じて供給することもできる。さらに南側 66kV開閉所

は，東北電力（株）東電原子力線からも受電できる。 

外部電源がすべて喪失した場合には，所内共通ディーゼル発電機２台から所内電力を供

給できる。また，所内高圧母線は５号機又は６号機の非常用ディーゼル発電機からも受電

できる。 

 

(2) 送電線 

外部電源は，以下の４回線の 66kV送電線により当社の電力系統から受電する。 

大熊線３号 

大熊線４号 

双葉線１号（５号機及び６号機の起動用開閉所で受電） 

双葉線２号（５号機及び６号機の起動用開閉所で受電） 

これら 66kV 送電線は，１回線で特定原子力施設の必要電力を送電し得る容量を有する。
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また，上記の 66kV送電線が全て停止するような場合，東北電力（株）東電原子力線から受

電する。 

 

(3) 開閉所 

南側 66kV開閉所は，66kV送電線と 66kV受電用変圧器を連系する遮断器，66kV母線等で

構成する。 

 

(4) 変圧器 

66kV受電用変圧器は，送電線電圧 66kVを所内高圧母線電圧 6.9kVに降圧する変圧器で構

成し，特定原子力施設の必要電力を供給する。 

 

(5) 所内高圧母線 

所内高圧母線はメタルクラッド開閉装置で構成し，所内高圧母線間を連系することによ

り，特定原子力施設の各設備へ電力を振り分ける。 

所内高圧母線は，接続される特定原子力施設の重要度等に応じて，単一の所内高圧母線

の故障があっても設備の全機能が喪失しないよう，設備を２母線以上に分割接続，又は双

方の母線から受電できる構成とする。 

尚，今後，特定原子力施設の新設等に合わせ，必要に応じ所内高圧母線及び建屋の増設

を行う。 

 

(6) ケーブル及び電線路 

特定原子力施設の設備の容量に応じたケーブルで接続する。 

 

(7) 非常用所内電源とその代替機能 

所内共通ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，1台にて特定原子力施設のう

ち重要度の特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及び機器がその機能を達成

するために必要となる電力を供給できる。 

所内共通ディーゼル発電機は２台を備え，多重性を有した設備となっており，各々専用

の所内高圧母線に接続する。 

また，所内共通ディーゼル発電機全台が使用できない場合においても，５号機又は６号

機の非常用ディーゼル発電機（５Ａ，５Ｂ，６Ａ，６Ｂ）から電力を供給できる。また，

免震重要棟については，ガスタービン発電機から電力を供給できる。 

外部電源及び非常用所内電源が使用できない場合は，代替電源の電源車(500kVA以上×２

台)を所内高圧母線の所内共通Ｍ／Ｃ１Ａ及び２Ａの各々に接続することにより，原子炉圧

力容器・原子炉格納容器注水設備等の必要な負荷に対して電力を供給できる構成とする。 
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(8) 監視装置等 

免震重要棟から以下を監視可能とする装置を備える。 

・ 送電線電圧 

・ 所内高圧母線電圧 

また，電気系統設備の故障が発生した場合には，異常を検知し，その拡大及び伝播を防

止するため異常箇所を自動的に切り離す保護装置を備える。 

 

2.7.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

a. 開閉設備，変圧器 

開閉設備，変圧器については，津波により影響がないと想定される高台（T.P.約 28m

以上）へ設置する。 

       

b. 所内高圧母線 

所内高圧母線は，津波による影響がないと想定される建屋内（防水性向上対策を実

施した建屋又は建屋の高所階（T.P.約 15m以上））又は高台（T.P.約 28m以上）へ設置

する。 

 

c. 所内共通ディーゼル発電機 

所内共通ディーゼル発電機については，津波による影響がないと想定される建屋内

に設置する。 

 

d. 電源車 

電源車については，津波による影響がないと想定される高台へ配備する。（T.P.約 28m

以上） 

 

(2) 火災 

所内ケーブル，電源盤等の材料は，不燃性又は難燃性のものを使用することを基本とす

る。 

 

(3) 豪雨，台風 

所内高圧母線は，風による影響及び雨水の浸入を防止するために，建築基準法及び関連

法令に基づき設計した建屋内に設置する。 

 

2.7.1.7 構造強度及び耐震性 

(1) 外部電源受変電設備 
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外部電源からの受変電設備については，耐震設計審査指針上の C クラス設備と位置づけ

られており，Cクラス設備として設計する。 

 

(2) メタルクラッド開閉装置 

メタルクラッド開閉装置については，床面に後打ちアンカにより固定し耐震性を確保す

る設計とする。 

 

(3) 所内共通ディーゼル発電機及び補機冷却系（空気冷却器，ポンプ，主配管） 

 所内共通ディーゼル発電機及び補機冷却系（空気冷却器，ポンプ，主配管）については，

耐震設計指針上の Sクラスの設備として設計する。 

 

(4) ケーブル及び電線路 

ケーブル及び電線路についてはフレキシビリティを持たせた構造を基本とする。 

 

2.7.1.8 機器の故障への対応 

常時は 66kV２回線（大熊線３号，４号）から所内電力を供給するが，いずれかの回線の

停電時には他方の回線で電力を供給する。新福島変電所からの全ての回線（大熊線３号，

４号，双葉線１号及び２号）が停止している場合には，東北電力（株）東電原子力線 66kV

１回線から供給する。これら全ての外部電源が停電している場合には，非常用所内電源か

ら必要な設備の電力を供給する。更に，非常用所内電源からの電力供給ができない場合は，

電源車２台から必要な設備の電力を供給する。これらの切替における 6.9kV 所内高圧母線

の連系については，連系用遮断器を手動にて投入する操作を実施する。 

 

(1) 機器の単一故障 

送電線における故障の場合は，送電線の故障箇所の特定や切り離しを行うが，南側 66kV

開閉所は二重母線構成のため，大熊線３号，４号のいずれかが停止となっても，所内共通

変圧器２台への電力供給は他方の送電線により維持される。一方，変圧器，所内高圧母線

等の故障等により停電した場合には，故障箇所を特定した上で所内電源機器の損傷状況や

現場状況に加えて負荷の損傷状況等を把握し，電源切り替えや非常用所内電源からの受電

を行い，電力供給を再開する。 

 

(2) 複数の設備が同時に機能喪失した場合 

電気系統は，機器の故障等による機能喪失を防止するよう配慮した構成としているが，

複数の設備の機能が同時に喪失した場合は，故障箇所を特定した上で，送電線，変圧器，

所内高圧母線等の損傷状況や現場状況に加えて負荷の損傷状況等を把握し，電源切り替え

や非常用所内電源の受電や電源車の配備を行い，電力供給を再開する。 
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2.7.2 基本仕様 

2.7.2.1 変圧器主要仕様 

(1) 66kV受電用変圧器 

台 数     ２ 

容 量     30,000kVA（1台あたり） 

電 圧     約 66kV／6.9kV 

相 数     ３ 

周波数     50Hz 

 

2.7.2.2 非常用ディーゼル発電機主要仕様（既設） 

(1) 所内共通ディーゼル発電機（Ａ）（非常用ディーゼル発電機 ４Ｂ） 

 台 数     １ 

 容 量     8,250kVA 

 電 圧     6.9kV 

 力 率     0.8 

 周波数     50Hz 

 補機冷却系（冷却方式） 空気冷却 

 

(2) 所内共通ディーゼル発電機（Ｂ）（非常用ディーゼル発電機 ２Ｂ） 

 台 数     １ 

 容 量     8,250kVA 

 電 圧     6.9kV 

 力 率     0.8 

 周波数     50Hz 

 補機冷却系（冷却方式） 空気冷却 

 

(3) 免震重要棟ガスタービン発電機 

 台 数     １ 

 容 量     1,000kVA 

 電 圧     6.9kV 

 力 率     0.8 

 周波数     50Hz 

 

2.7.2.3 電源車 

 台 数     2台以上 

 容 量     500kVA以上 
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 電 圧     6.6kV（使用電圧 6.9kV） 

 相 数     3 

 周波数     50Hz 

 タンク容量／燃料消費率 2時間以上 

 

2.7.3 添付資料 

添付資料－１ 送電系統一覧図 

添付資料－２ 所内単線結線図及び構内電源配置図 

添付資料－３ 所内高圧母線に接続する主な負荷及び電源設備の設計区分の考え方 

添付資料－４ 電源車からの電力供給負荷について 

添付資料－５ 構造強度及び耐震性について 

添付資料－６ 事故拡大及び伝播防止を目的としたメタルクラッド開閉装置の 

保護継電器について 

 



添付資料－６ 
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  事故拡大及び伝播防止を目的としたメタルクラッド開閉装置の保護継電器について 

 

所内高圧母線を構成するメタルクラッド開閉装置には，表１に示す保護継電器を組み

合わせて設置し，所内高圧母線及び所内高圧母線に接続する設備で事故が発生した場合

に異常を検知し，その拡大及び伝播を防止する。 

 

表１．保護継電器の種類 

保護継電器の種類 想定事故 保護継電器の目的・用途 

過電流継電器 短絡・過負荷 

短絡・過負荷事故時に生じる過電流により短

絡・過負荷を検知し，警報を発報するととも

に，遮断器を開放する。 

地絡過電圧継電器 

地絡 

地絡事故時に生じる零相電圧により地絡を

検知し，警報を発報する。 

地絡方向継電器 

地絡事故時に生じる地絡電流により地絡を

検知し，地絡過電圧継電器と組み合わせて警

報を発報するとともに，遮断器を開放※する。 

※同一建屋内を接続する回路および常時

非通電回路については除く 
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2.35 サブドレン他水処理施設 

2.35.1 基本設計 

2.35.1.1 設置の目的 

サブドレン他水処理施設は，１～４号機タービン建屋等の周辺に設置されたサブドレン

ピットから地下水を汲み上げること（サブドレン集水設備），海側遮水壁と既設護岸の間に

設置される地下水ドレンポンドから地下水を汲み上げること（地下水ドレン集水設備），汲

み上げた水に含まれている放射性核種（トリチウムを除く）を十分低い濃度になるまで除

去すること（サブドレン他浄化設備）及び浄化された水を排水すること（サブドレン他移

送設備）を目的とする。（以下，「本格運転」という。） 

 

2.35.1.2 要求される機能 

(1) サブドレン集水設備は，１～４号機タービン建屋等の周辺に設置されたサブドレンピッ

トから地下水を集水タンクに移送できること。 

(2) 地下水ドレン集水設備は，地下水ドレンポンドから地下水を汲み上げ，集水タンクに移

送できること。 

(3) サブドレン他浄化設備は，サブドレン集水設備及び地下水ドレン集水設備で集水した地

下水の処理，貯留，管理等を行い，放射性物質の濃度を適切な値に低減する能力を有す

ること。 

(4) サブドレン他浄化設備は，設備内で発生する気体状及び固体状の放射性物質及び可燃性

ガスの管理が適切に行える機能を有すること。 

(5) サブドレン他移送設備は，サブドレン他浄化設備にて浄化された水を排水できること。 

(6) サブドレン他水処理施設は，漏えい防止機能を有すること。 

 

2.35.1.3 設計方針 

2.35.1.3.1 サブドレン集水設備の設計方針 

(1) 処理能力 

サブドレン集水設備は，１～４号機タービン建屋等の周辺に設置されたサブドレンピッ

トから地下水を汲み上げ，集水タンクに移送できる処理容量とする。 

 

(2) 材料 

サブドレン集水設備は，処理対象水の性状を考慮し，適切な材料を用いた設計とする。 

 

(3) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

サブドレン集水設備の機器等は，液体状の放射性物質の漏えい防止及び敷地外への管理

されない放出を防止するため，次の各項を考慮した設計とする。 
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a. 漏えいの発生を防止するため，機器等には適切な材料を使用するとともに，タンク水

位の検出器を設ける。 

b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えい液体の除去を行えるようにする。  

c. サブドレンピットの水位，タンク水位等の警報については，免震重要棟集中監視室等

に表示し，異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにし，これを監視でき

るようにする。 

 

(4)  健全性に対する考慮 

サブドレン集水設備は，機器の重要度に応じた有効な保全が可能な設計とする。 

 

(5)  検査可能性に対する設計上の考慮 

サブドレン集水設備は，サブドレンピットから地下水を汲み上げ，集水タンクに移送で

きることを確認するための検査が可能な設計とする。 

 

2.35.1.3.2 サブドレン他浄化設備の設計方針 

(1) 放射性物質の濃度の低減 

サブドレン他浄化設備は，サブドレン集水設備及び地下水ドレン集水設備で汲み上げた

水を，ろ過，イオン交換等により，周辺環境に対して，放射性物質の濃度を合理的に達成

できる限り低くする設計とする。 

 

(2) 処理能力 

サブドレン他浄化設備は，サブドレン集水設備及び地下水ドレン集水設備で想定される

汲み上げ量以上の処理容量とする。 

 

(3) 材料 

サブドレン他浄化設備の機器等は，処理対象水の性状を考慮し，適切な材料を用いた設

計とする。 

 

(4) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

サブドレン他浄化設備の機器等は，液体状の放射性物質の漏えい防止及び敷地外への管

理されない放出を防止するため，次の各項を考慮した設計とする。 

a. 漏えいの発生を防止するため，機器等には適切な材料を使用するとともに，タンク水

位の検出器，インターロック回路等を設ける。 

b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えい液体の除去を行えるようにする。 

c. タンク水位，漏えい検知等の警報については，免震重要棟集中監視室等に表示し，異

常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにし，これを監視できるようにする。 
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d. サブドレン他浄化装置の機器等は，周辺に堰を設けた区画内に設け，漏えいの拡大を

防止する。また，排水路から可能な限り離隔するとともに，排水路を跨ぐ箇所はボッ

クス鋼内等に配管を敷設する。 

 

(5) 被ばく低減 

サブドレン他浄化設備は，遮へい，機器の配置等により被ばくの低減を考慮した設計と

する。 

 

(6) 可燃性ガスの管理 

サブドレン他浄化設備は，水の放射線分解により発生する可燃性ガスの滞留を防止でき，

必要に応じて適切に排出できる設計とする。また，可燃性ガスに放射性物質が含まれる可

能性がある場合は，適切に除去する設計とする。 

 

(7)  健全性に対する考慮 

サブドレン他浄化設備は，機器の重要度に応じた有効な保全が可能な設計とする。 

 

(8)  検査可能性に対する設計上の考慮 

サブドレン他浄化設備は，処理量ならびに放射能濃度を低減できることを確認するため

の検査が可能な設計とする。 

  

(9)  地下水の貯留 

サブドレン他浄化設備は，地下水を浄化してサンプルタンクへ移送することを目的とす

るが，地下水の水質や処理状況に応じて，地下水を RO濃縮水貯槽又は Sr処理水貯槽へ移

送することが可能な設計とする。なお，RO 濃縮水貯槽又は Sr 処理水貯槽へ移送した地下

水はサブドレン他水処理施設へ移送して処理しない。 
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2.35.1.3.3 サブドレン他移送設備の設計方針 

(1) 処理能力 

サブドレン他移送設備は，サブドレン他浄化設備で想定される処理容量以上の処理容量

とする。 

 

 (2) 材料 

サブドレン他移送設備の機器等は，処理対象水の性状を考慮し，適切な材料を用いた設

計とする。 

 

(3) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

サブドレン他移送設備は浄化した水を取り扱うことから，液体中の放射性物質による影

響はほとんど無い。ただし，液体状の放射性物質の漏えい防止及び敷地外への管理されな

い放出を防止するため，機器等は次の各項を考慮した設計とする。 

a. 漏えいの発生を防止するため，機器等には適切な材料を使用するとともに，インター

ロック回路等を設ける。 

b. 液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えい液体の除去を行えるようにする。 

c. 漏えい検知等の警報については，免震重要棟集中監視室等に表示し，異常を確実に運

転員に伝え適切な措置をとれるようにし，これを監視できるようにする。 

d. 浄化した水を排水する際には事前に水質分析を行い，浄化水に含まれる放射性物質濃

度が，告示濃度限度よりも十分に低い排水の基準（詳細は「Ⅲ 2.1.2 放射性液体廃

棄物の管理」を参照）を満足することを確認した後に，排水を行う。また，運転員の

誤操作等により，水質分析前の水を排水することが無いよう配慮した設計とする。 

 

(4)  健全性に対する考慮 

サブドレン他移送設備は，機器の重要度に応じた有効な保全が可能な設計とする。 

 

(5)  検査可能性に対する設計上の考慮 

サブドレン他移送設備は，浄化された水を排水できることを確認するための検査が可

能な設計とする。 
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2.35.1.3.4 地下水ドレン集水設備の設計方針 

(1) 処理能力 

  地下水ドレン集水設備は，地下水ドレンポンドから地下水を汲み上げ，集水タンクに

移送できる処理容量とする。 

 

(2) 材料 

  地下水ドレン集水設備は，処理対象水の性状を考慮し，適切な材料を用いた設計とす

る。 

 

(3) 放射性物質の漏えい防止及び管理されない放出の防止 

  地下水ドレン集水設備の機器等は，液体状の放射性物質の漏えい防止及び敷地外への

管理されない放出を防止するため，次の各項を考慮した設計とする。 

 a．漏えいの発生を防止するため，機器等には適切な材料を使用するとともに，タンク水 

位の検出器を設ける。 

 b．液体状の放射性物質が漏えいした場合は，漏えい液体の除去を行えるようにする。 

 c．地下水ドレンのタンク水位等の警報については，免震重要棟集中監視室等に表示し，

異常を確実に運転員に伝え適切な措置をとれるようにし，これを監視できるようにす

る。 

 

(4) 健全性に対する考慮 

  地下水ドレン集水設備は，機器の重要度に応じた有効な保全が可能な設計とする。 

 

(5)  検査可能性に対する設計上の考慮 

地下水ドレン集水設備は，地下水ドレンポンドで汲み上げた地下水を移送できること

を確認するための検査が可能な設計とする。 

 

2.35.1.4 供用期間中に確認する項目 

(1) サブドレン集水設備は，サブドレンピットから地下水を汲み上げ，集水タンクに移送

できること。 

(2) サブドレン他浄化設備は，通水でき，放射性核種濃度を低減できること。 

(3) サブドレン他移送設備は，浄化した水を移送先まで移送できること。 

(4) 地下水ドレン集水設備は，地下水ドレンポンドから地下水を汲み上げ，集水タンクま 

で移送できること。 
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2.35.1.5 主要な機器 

2.35.1.5.1 サブドレン集水設備 

サブドレン集水設備は，揚水ポンプ，中継タンク，中継タンク移送ポンプ，集水タンク

及び移送配管で構成する。汲み上げた地下水は集水タンクに集水する。また，共通設備と

して，運転監視を行う監視・制御装置，電源を供給する電源設備等で構成する。 

サブドレン集水設備は，免震重要棟集中監視室の監視・制御装置により遠隔操作及び運

転状況の監視を行う。監視・制御装置は，故障により各設備の誤動作を引き起こさない構

成とする。更に，運転員の誤操作，誤判断を防止するようにし，重要な装置の緊急停止操

作については，ダブルアクションを要する等の設計とする。 

電源は，異なる２系統の所内高圧母線から受電できる構成とする。 

 また，サブドレンピット内の水位が建屋内の滞留水の水位を下回らないように管理する

ため，各サブドレンピット内には水位計を設置し，サブドレンピット内の水位を監視する。 

 

2.35.1.5.2 サブドレン他浄化設備 

サブドレン他浄化設備は，集水タンク移送ポンプ，処理装置供給タンク，サブドレン他

浄化装置，サンプルタンクで構成する。サブドレン他浄化装置は，２系列で構成し，１系

列が点検等の場合においても対象水を処理できる設計とする。付帯設備として，運転監視

を行う監視・制御装置，電源を供給する電源設備及び建屋等で構成する。また，放射能濃

度が低減していることを確認するための試料採取が可能な設計とする。なお，サブドレン

他浄化装置は，必要に応じ，２系列同時運転が可能な構成とする。 

サブドレン他浄化設備の主要な機器は，免震重要棟集中監視室の監視・制御装置により

遠隔操作及び運転状況の監視を行う。監視・制御装置は，故障により各設備の誤動作を引

き起こさない構成とする。更に，運転員の誤操作，誤判断を防止するようにし，重要な装

置の緊急停止操作については，ダブルアクションを要する等の設計とする。 

 

(1) サブドレン他浄化装置 

サブドレン他浄化装置は，１系列あたり，３塔の前処理フィルタ，１塔の pH 緩衝塔，

５塔の吸着塔及び２台のポンプで構成する。 

前処理フィルタは，浮遊物質を除去，及びストロンチウムを粗取りする。pH 緩衝塔は，

処理対象水の水質を弱アルカリ性にする。また，除去性能に影響しないため，バイパス配

管を設置して，除外可能とする。吸着塔は，セシウム，ストロンチウム，アンチモン，及

び重金属核種（銀・コバルト）を除去する。また，前処理フィルタ及び吸着塔の吸着材は，

除去対象核種に応じて入れ替え可能な設計とし，アンチモン，重金属核種の除去に用いる

吸着塔については，除外可能とする。 

前処理フィルタは，一定量処理後，水抜きを行い，交換する。使用済前処理フィルタは，

容器に収納して，固体廃棄物貯蔵庫に一時貯蔵する。pH 緩衝塔及び吸着塔は，一定量処
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理後，水抜きを行い，塔ごと交換する。使用済 pH 緩衝塔は，一時保管エリアに，使用済

吸着塔は，使用済セシウム吸着塔一時保管施設あるいは大型廃棄物保管庫に一時貯蔵する。 

 

(2) 電源設備 

電源は，異なる２系統の所内高圧母線から受電できる構成とする。なお，サブドレン

他浄化設備は，電源が喪失した場合に系統が隔離され停止するため，外部への漏えいを

発生させることはない。 

 

(3) サブドレン他浄化装置建屋 

サブドレン他浄化装置建屋は，平面が約 46m×約 32mで厚さが約 1.5mの鉄筋コンクリー

ト造のべた基礎を有し，漏えいの拡大を防止するための堰を設置する。 

 

2.35.1.5.3 サブドレン他移送設備 

サブドレン他移送設備は，浄化水移送ポンプ，移送配管等で構成する。浄化した水はサ

ンプルタンクに一時貯留し，水質分析後，浄化水移送ポンプにより排水する。浄化した水

の再浄化を行う場合は，サブドレン他浄化設備へ移送する。 

また，共通設備として，運転監視を行う監視・制御装置，電源を供給する電源設備等で

構成する。サブドレン他移送設備は，免震重要棟集中監視室の監視・制御装置により遠隔

操作及び運転状況の監視を行う。監視・制御装置は，故障により各設備の誤動作を引き起

こさない構成とする。更に，運転員の誤操作，誤判断を防止するようにし，排水等の重要

な操作については，ダブルアクションを要する等の設計とする。電源は，異なる２系統の

所内高圧母線から受電できる構成とする。 

 

2.35.1.5.4 地下水ドレン集水設備 

地下水ドレン集水設備は，地下水ドレンポンド揚水ポンプ，地下水ドレン中継タンク，

地下水ドレン中継タンク移送ポンプ，地下水ドレン前処理装置及び移送配管で構成する。

地下水ドレン集水設備により汲み上げた地下水は集水タンクまたはタービン建屋へ移送す

る。 

また，共通設備として，運転監視を行う監視・制御装置，電源を供給する電源設備等で

構成する。地下水ドレン集水設備は，免震重要棟集中監視室の監視・制御装置により遠隔

操作及び運転状況の監視を行う。監視・制御装置は，故障により各設備の誤動作を引き起

こさない構成とする。更に，運転員の誤操作，誤判断を防止するようにし，重要な装置の

緊急停止操作については，ダブルアクションを要する等の設計とする。 

電源は，異なる２系統の所内高圧母線から受電できる構成とする。 

また，各地下水ドレンポンド内には水位計を設置し，地下水ドレンポンド内の水位を監

視する。 
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2.35.1.6 自然災害対策等 

(1) 津波 

放射性物質を蓄積するサブドレン他浄化装置およびサンプルタンクは，アウターライズ

津波が到達しないと考えられる T.P.33.5m 盤に設置する。集水タンクは，T.P.2.5m 盤に

設置することから，アウターライズ津波による波力がタンクに直接作用しないような高さ

の堰を設ける。また，大津波警報が出た際はサブドレン集水設備及び地下水ドレン集水設

備を停止することで，汲み上げる水の流出防止に努める。また，サブドレン他移送設備を

停止することで，排水前の水の流出防止に努める。 

 

(2) 台風 

放射性物質を蓄積するサブドレン他浄化装置は，台風による設備損傷の可能性が低い鉄

骨造の建屋内に設置する。 

 

(3) 積雪 

積雪による設備の損傷を防止するため，建屋は建築基準法施行令及び福島県建築基準法

施行細則に基づく積雪荷重に対して設計する。 

 

(4) 落雷 

動的機器及び電気設備は，機器接地により落雷による損傷を防止する。 

 

(5) 竜巻 

竜巻の発生の可能性が予見される場合は，設備の停止・隔離弁の閉止作業等を行い，サ

ブドレンピット及び地下水ドレンポンドから汲み上げた地下水の漏えい防止を図る。 

 

(6) 火災 

火災発生を防止するため，実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する。火災

検知のため，消防法及び関係法令に従い，建屋内には自動火災報知設備を設置する。集水

移送加圧ポンプについては，巡視点検を実施するとともに，監視カメラを設置し，免震棟

にて確認することで早期検知に努める。また，消火器を設置し，動力消防ポンプ（防火水

槽及びポンプ車）を適切に配置することにより，初期消火の対応を可能とし，消火活動の

円滑化を図る。放射性物質を吸着する前処理フィルタ及び吸着塔は鋼製容器のため，燃

焼・延焼し難く，またこれらの機器付配管は鋼製であり，燃焼しない。 

なお，建屋内には建築基準法及び関係法令並びに消防法及び関係法令に基づく安全避難

通路を設定する。 
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2.35.1.7 構造強度及び耐震性 

2.35.1.7.1 サブドレン集水設備 

(1) 構造強度 

中継タンク，集水移送加圧ポンプは，JIS等に準拠する。集水タンクは，「JSME S NC－1 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に準拠する。配管のうち，ポリエチレン管は ISO

規格，JWWA規格または JISに準拠し，鋼管及び伸縮継手は，JISに準拠する。また，JSME 

規格で規定される材料の JIS年度指定は，技術的妥当性の範囲において材料調達性の観点

から考慮しない場合もある。 

 

(2) 耐震性 

サブドレン集水設備を構成する主要な機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電

用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に従い設計する。主要な機器の耐震性を評価す

るにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠する。ポリエチレ

ン配管及び伸縮継手は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 

 

2.35.1.7.2 サブドレン他浄化設備 

(1) 構造強度 

前処理フィルタ，pH緩衝塔及び吸着塔は，「ASME Boiler and Pressure Vessel Code」

に準拠する。前処理フィルタ，pH 緩衝塔及び吸着塔廻りの鋼管は,「ASME B31.1 Power 

Piping」に準拠する。その他の主要機器及び配管は，「JSME S NC-1 発電用原子力設備規

格 設計・建設規格」等に準拠し，このうちポリエチレン配管は ISO規格，JWWA規格に準

拠する。また，JSME 規格で規定される材料の JIS年度指定は，技術的妥当性の範囲にお

いて材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 

 

(2) 耐震性 

サブドレン他浄化設備を構成する主要機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電

用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に従い設計する。主要な機器及び鋼管の耐震性

を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠する。ポ

リエチレン配管及び伸縮継手は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 
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2.35.1.7.3 サブドレン他移送設備 

(1) 構造強度 

サブドレン他移送設備のポンプは JIS 規格に準拠する。その他の主要機器及び配管は

「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠し，このうちポリエチ

レン配管は ISO規格，JWWA規格に準拠する。JSME 規格で規定される材料の JIS年度指定

は，技術的妥当性の範囲において材料調達性の観点から考慮しない場合もある。 

 

(2) 耐震性 

サブドレン他移送設備を構成する主要機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電

用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に従い設計する。主要な機器及び鋼管の耐震性

を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠する。ポ

リエチレン配管及び伸縮継手は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 

 

2.35.1.7.4 地下水ドレン集水設備 

(1) 構造強度 

  地下水ドレン集水設備を構成するタンクは，JIS等に準拠する。配管のうち，ポリエチ

レン管は ISO規格，JWWA規格，または，JISに準拠し，鋼管は，「JSME S NC-1 発電用原

子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠する。 

 

(2) 耐震性 

地下水ドレン集水設備を構成する主要機器のうち放射性物質を内包するものは，「発電

用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」に従い設計する。主要な機器及び鋼管の耐震性

を評価するにあたっては，「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」等に準拠する。ポ

リエチレン配管は，材料の可撓性により耐震性を確保する。 
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2.35.1.8 機器の故障への対応 

2.35.1.8.1 サブドレン集水設備 

(1) 機器の単一故障 

サブドレン集水設備は電源について多重化しており，上流の電源系統設備の単一故障に

ついては，速やかな集水の再開が可能である。 

 

2.35.1.8.2 サブドレン他浄化設備 

(1) 機器の単一故障 

サブドレン他浄化設備は，電源について多重化している。そのため，電源系統の単一故

障については，電源系統の切替作業等により，速やかな処理の再開が可能である。 

 

2.35.1.8.3 サブドレン他移送設備 

(1) 機器の単一故障 

サブドレン他移送設備は，動的機器及び電源について多重化している。そのため，動的

機器，電源系統の単一故障については，機器の切替作業等により，速やかな処理の再開が

可能である。 

 

2.35.1.8.4 地下水ドレン集水設備 

(1) 機器の単一故障 

地下水ドレン集水設備は，電源について多重化しており，上流の電源系統設備の単一故

障については，速やかな集水の再開が可能である。 
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2.35.2 基本仕様 

2.35.2.1 主要仕様 

2.35.2.1.1 サブドレン集水設備 

(1) タンク 

ａ．中継タンク 

名    称 中継タンク 

種       類 － 角形 

容       量 m3/個 12.0 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

内     寸 mm 2000×4000 

側 板 厚 さ mm 6.0 

寸 

法 

底 板 厚 さ mm 9.0 

高     さ mm 1500 

材

料 

側     板 － SS400 

底     板 － SS400 

個      数 個 5 

 

b．集水タンク 

名    称 集水タンク 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 1235 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

胴  内  径 m 11.0 

胴 板 厚 さ mm 12.0 

寸 

法 

底 板 厚 さ mm 12.0 

 高     さ m 13.0 

材

料 

胴     板 － SM400C 

底     板 － SM400C 

個      数 個 7 
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(2) その他機器 

ａ．揚水ポンプ（完成品） 

台  数   46 台 

容  量   30 L/min 

 

b. 中継タンク移送ポンプ（完成品） 

台  数    5 台 

容  量   400 L/min 

 

c. 集水移送加圧ポンプ（完成品） 

台  数    4 台 

容  量   50 m3/h 
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 (3) 配管 

主要配管仕様（１／２） 

名 称 仕 様 

サブドレンピット内 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

32A相当 

ポリエチレン 

0.48 MPa 

30 ℃ 

サブドレンピット出口から 

中継タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A相当,80A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

32A/Sch.40,40A/Sch.40,50A/Sch.40，

200A/Sch.20S 

STPG370，SUS316LTP 

0.98 MPa 

40 ℃ 

中継タンク出口から 

中継タンク移送ポンプ入口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A/Sch.40 

STPG370 

静水頭 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A 

SUS316L 

静水頭 

40 ℃ 

中継タンク移送ポンプ出口から 

集水タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当,100A相当,150A相当, 

200A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

80A/Sch.40 

200A/Sch.40 

300A/Sch.40 

350A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A/Sch.40 

SUS316LTP 

0.49 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 

SUS316L 

0.98 MPa  

40 ℃ 
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主要配管仕様（２／２） 

名 称 仕 様 

集水タンク１～３出口から 

集水タンク１～３出口部まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40 ℃ 

集水タンク１～３出口部から 

集水タンク出口側ヘッダーまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa  

40 ℃ 

集水タンク４～７出口から 

集水移送加圧ポンプ入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

 

最高使用温度 

100A相当，200A 相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

(集水タンク連結管は静水頭) 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch.40 

100A/Sch.40 

200A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，200A相当 

EPDM合成ゴム 

0.98 MPa 

40 ℃ 

集水移送加圧ポンプ出口から 

集水タンク出口側ヘッダーまで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A/Sch.40 

100A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A相当 

EPDM合成ゴム 

0.98 MPa 

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 
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2.35.2.1.2 サブドレン他浄化設備 

(1) サブドレン他浄化装置の対象水の種類，処理方式，容量並びに系列数 

 

(2) 容器 

ａ．処理装置供給タンク 

名    称 処理装置供給タンク 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 30 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 mm 3000 

胴 板 厚 さ mm 9.0 

底 板 厚 さ mm 12.0 

平 板 厚 さ mm 6.0 

高     さ mm 5006 

材

料 

胴     板 － SUS316L/SM400C 

底     板 － SUS316L/SM400C 

個      数 個 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名    称 仕様 

対象水の種類  － サブドレン 

処 理 方 式 － ろ過＋吸着材方式 

処 理 容 量 m3/h 50 

系  列  数 系列 2 
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ｂ．前処理フィルタ１，２ 

名    称 前処理フィルタ１，２ 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/h/個 50 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.03 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 mm 901.7 

胴 板 厚 さ mm 6.35 

上部平板厚さ  mm 63.5 

下部平板厚さ  mm 63.5 

高     さ mm 2013 

材 

料 

胴     板 － ASME SA 516 Gr.70 

上 部 平 板 － ASME SA 516 Gr.70 

下 部 平 板 － ASME SA 516 Gr.70 

個      数 個 2（1系列あたり） 

 

ｃ．前処理フィルタ３ 

名    称 前処理フィルタ３ 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/h/個 50 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.03 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 mm 901.7 

胴 板 厚 さ mm 6.35 

上部平板厚さ  mm 63.5 

下部平板厚さ  mm 63.5 

高     さ mm 1800 

材 

料 

胴     板 － ASME SA 516 Gr.70 

上 部 平 板 － ASME SA 516 Gr.70 

下 部 平 板 － ASME SA 516 Gr.70 

個      数 個 1（1系列あたり） 
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ｄ. pH緩衝塔 

名    称 pH緩衝塔 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/h/個 50 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.03 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 mm 1346.2 

胴 板 厚 さ mm 25.4 

鏡 板 厚 さ mm 25.4 

高     さ mm 2487 

材

料 

胴     板 － ASME SA 516 Gr.70 

鏡     板 － ASME SA 516 Gr.70 

個      数 － 1（1系列あたり） 

 

ｅ．吸着塔１，２，３，４，５ 

名    称 吸着塔１，２，３，４，５ 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/h/個 50 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.55 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

寸 

法 
胴  内  径 mm 1346.2 

胴 板 厚 さ mm 25.4 

鏡 板 厚 さ mm 25.4 

高     さ mm 3119 

材

料 

胴     板 － ASME SA 516 Gr.70 

鏡     板 － ASME SA 516 Gr.70 

個      数 － 5（1系列あたり） 
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ｆ．サンプルタンク 

名    称 サンプルタンク 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 1235 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

寸 

法 

胴  内  径 m 11.0 

胴 板 厚 さ mm 12.0 

底 板 厚 さ mm 12.0 

高     さ m 13.0 

材

料 

胴     板 － SM400C 

底     板 － SM400C 

個      数 個 11 

 

ｇ．RO 濃縮水処理水中継タンク（RO濃縮水処理設備※から用途変更） 

名    称 RO濃縮水処理水中継タンク 

種       類 － たて置円筒形 

容       量 m3/個 1235 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主

要

寸

法 

 
胴 内 径 mm 11000 

胴 板 厚 さ mm 12.0 

底 板 厚 さ mm 12.0 

高 さ mm 13000 

材

料

料 胴 板 － SM400C 

底      板 － SM400C 

個      数 個 1 

※Ⅱ-2.38 RO濃縮水処理設備 2.38.2.2機器仕様 (1)容器 
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(3) その他機器 

ａ．集水タンク移送ポンプ（完成品） 

台  数 ２ 台 

容  量 50 m3/h 

 

ｂ．処理装置供給ポンプ（完成品） 

台  数 １ 台（1系列あたり） 

容  量 50 m3/h 

 

ｃ．処理装置加圧ポンプ（完成品） 

台  数 １ 台（1系列あたり） 

容  量 50 m3/h 

 

ｄ．RO濃縮水処理水移送ポンプ（完成品）（RO濃縮水処理設備※から用途変更） 

台  数 2台（1台予備） 

容  量 21 m3/h 

 

※Ⅱ-2.38 RO濃縮水処理設備 2.38.2.2機器仕様 (2)ポンプ 
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(4) 配管 

 主要配管仕様（１／３） 

名 称 仕 様 

集水タンク出口側ヘッダーから 

処理装置供給タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

 

最高使用温度 

100A相当，150A 相当 

ポリエチレン 

静水頭(集水タンク移送ポンプ

下流は 0.98 MPa) 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

 

最高使用温度 

50A/Sch.80 

100A，150A/Sch.40 

STPT410 

静水頭(集水タンク移送ポンプ

下流は 0.98 MPa) 

40 ℃ 

処理装置供給タンク出口から 

処理装置供給ポンプ入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

STPT410 

静水頭 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch.40，100A/Sch.10 

UNS S32750（ASME SA 790） 

静水頭 

40 ℃ 

処理装置供給ポンプ出口から 

処理装置加圧ポンプ入口まで 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

80A/Sch.10，Sch.40 

UNS S32750（ASME SA 790） 

1.03 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch.40 

STPT410 

1.03 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

EPDM合成ゴム 

1.03 MPa 

40 ℃ 
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主要配管仕様（２／３） 

名 称 仕 様 

処理装置加圧ポンプ出口から 

サブドレン他浄化装置出口 

（吸着塔５下流）まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

80A/Sch.10 

UNS S32750（ASME SA 790） 

1.55 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A/Sch.40 

STPT410 

1.55 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

UNS N04400（ASME SB 127 / ASTM 

B 127）,合成ゴム 

1.55 MPa 

40 ℃ 

サブドレン他浄化装置出口 

（吸着塔５下流）から 

サンプルタンクまで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A,100A/Sch.10 

UNS S32750（ASME SA 790） 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A,100A/Sch.40 

STPT410 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

処理装置供給タンク入口側 

配管分岐部から 

ＲＯ濃縮水処理水中継タンク 

入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 
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主要配管仕様（３／３） 

名 称 仕 様 

吸着塔５下流から 

RO濃縮水処理水中継タンク入口まで＊ 

（ポリエチレン管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

RO濃縮水処理水中継タンク出口から 

RO濃縮水処理水移送ポンプ入口まで＊ 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40 ℃ 

 (鋼管) 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

STPT410 

静水頭 

40 ℃ 

 (鋼管) 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A/Sch.40 

100A/Sch.40 

STPG370 

静水頭 

40 ℃ 

 (伸縮継手) 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A相当 

合成ゴム 

静水頭 

40 ℃ 

RO濃縮水処理水移送ポンプ出口より 

RO濃縮水貯槽又はSr処理水貯槽まで＊ 

 (ポリエチレン管) 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン管 

0.98 MPa 

40 ℃ 

(鋼管) 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

50A/Sch.80 

STPT410 

0.98 MPa 

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 

＊ RO濃縮水処理設備から用途変更（Ⅱ-2.38 RO濃縮水処理設備 2.38.2.2機器仕様 (3)配管） 
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2.35.2.1.3 サブドレン他移送設備 

(1) その他機器 

ａ．浄化水移送ポンプ（完成品） 

台  数 ２ 台 

容  量 50 m3/h以上（１台あたり） 

 

ｂ．攪拌ポンプ（完成品） 

台  数 ２ 台 

容  量 330 m3/h以上（１台あたり） 
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(2) 配管 

主要配管仕様（１／３） 

名 称 仕 様 

サンプルタンク出口から 

浄化水移送ポンプ入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当 

200A相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当,200A相当 

EPDM合成ゴム 

静水頭 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A/Sch.40 

150A/Sch.40 

STPG370 

静水頭 

40 ℃ 

浄化水移送ポンプ出口から 

排水箇所まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

EPDM合成ゴム 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

150A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A/Sch.40 

SUS316LTP 

0.98 MPa 

40 ℃ 
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主要配管仕様（２／３） 

名 称 仕 様 

サンプルタンク出口から 

攪拌ポンプ入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A相当,250A相当 

ポリエチレン 

静水頭 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A相当 

EPDM合成ゴム 

静水頭 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A/Sch.40 

250A/Sch.40 

STPG370 

静水頭 

40 ℃ 

攪拌ポンプ出口から 

サンプルタンク攪拌水受入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A相当,250A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A相当 

EPDM合成ゴム 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A/Sch.40 

250A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A/Sch.40 

SUS316LTP 

0.49 MPa 

40 ℃ 
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主要配管仕様（３／３） 

名 称 仕 様 

攪拌ポンプ出口からサブドレン他浄化

設備（処理装置供給タンク）まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

200A相当 

EPDM合成ゴム 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

200A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A/Sch.40 

STPT410 

0.98 MPa 

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 
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2.35.2.1.4 地下水ドレン集水設備 

(1) タンク 

ａ．地下水ドレン中継タンク 

名    称 地下水ドレン中継タンク 

種       類 － 角形 

容       量 m3/個 12.0 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

内     寸 mm 2000×4000 

側 板 厚 さ mm 6.0 

寸 

法 

底 板 厚 さ mm 9.0 

高     さ mm 1500 

材

料 

側     板 － SS400 

底     板 － SS400 

個      数 個 3 

 

(2) その他機器 

ａ．地下水ドレンポンド揚水ポンプ（完成品） 

台  数   5 台 

容  量  120 L/min 

 

b. 地下水ドレン中継タンク移送ポンプ（完成品） 

台  数    3 台 

容  量   400 L/min 

 

ｃ．地下水ドレン前処理装置（完成品） 

台  数    1 台 

容  量   20m3/h 

材  料   FRP（ROベッセル） 

       SUS304（脱塩器） 
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(3) 配管 

主要配管仕様（１／３） 

名 称 仕 様 

地下水ドレンポンド内 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

ポリエチレン 

0.49 MPa 

40 ℃ 

地下水ドレンポンド出口から 

地下水ドレン中継タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

ポリエチレン 

0.49 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

SUS316LTP 

0.49 MPa 

40 ℃ 

地下水ドレン中継タンク出口または 

地下水ドレン前処理装置出口（処理水）

移送配管分岐部から 

集水タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，150A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A，150A，200A/Sch.40 

SUS316LTP 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

150A/Sch.40 

200A/Sch.40 

SUS316LTP 

0.49 MPa 

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 
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主要配管仕様（２／３） 

名 称 仕 様 

地下水ドレン中継タンク出口移送配管

分岐部から 

地下水ドレン前処理装置入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

 

80A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

地下水ドレン前処理装置入口から 

地下水ドレン前処理装置出口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.20S 

65A／Sch.20S 

80A／Sch.20S 

SUS316LTP 

0.5 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A／Sch.80 

65A／Sch.20S，Sch.80 

SUS316LTP 

1.5 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

40A／Sch.80 

50A／Sch.20S，Sch.40，Sch.80 

80A／Sch.20S 

SUS304TP 

0.5 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A／Sch.20S 

80A／Sch.20S 

SUS316LTP 

0.98 MPa 

40 ℃ 

（耐圧ホース） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

合成ゴム 

0.5 MPa 

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 
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主要配管仕様（３／３） 

名 称 仕 様 

地下水ドレン前処理装置出口（処理水）

から 

集水タンク入口配管分岐部または地下

水ドレン中継タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当 

ポリエチレン 

0.50 MPa 

40 ℃ 

地下水ドレン前処理装置出口（濃縮水）

から 

タービン建屋または地下水ドレン中継

タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当，100A相当 

ポリエチレン 

0.50 MPa，大気圧 

40 ℃ 

地下水ドレン中継タンク出口配管分岐

部から 

地下水ドレン中継タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当，80A相当 

ポリエチレン 

0.98 MPa 

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 
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2.35.3 添付資料  

添付資料－１ ： 全体概要図及び系統構成図 

添付資料－２ ： 機器配置図 

添付資料－３ ： サブドレン他水処理施設の耐震性に関する説明書 

添付資料－４ ： サブドレン集水設備の強度に関する説明書 

添付資料－５ ： サブドレン他浄化設備の強度に関する説明書 

添付資料－６ ： サブドレン他移送設備の強度に関する説明書 

添付資料－７ ： 地下水ドレン集水設備の強度に関する説明書 

添付資料－８ ： サブドレン他浄化装置建屋基礎の構造強度に関する検討結果 

添付資料－９ ： 流体状の放射性廃棄物の施設外への防止能力についての計算書 

添付資料－10 ： 工事工程表 

添付資料－11 ： サブドレン他水処理施設の具体的な安全確保策 

添付資料－12 ： サブドレン他水処理施設に係る確認事項 

添付資料－13 ： 地下水ドレン前処理装置について 

 添付資料－14 ： 前処理フィルタの撤去方法について 

添付資料－15 ： ５・６号機サブドレン集水設備復旧による地下水流入低減について 
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（a） 系統概要 

図－１ サブドレン他水処理施設の全体概要図（１／２） 

 

全体概要図及び系統構成図 
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（b） 配置概要 

図－１ サブドレン他水処理施設の全体概要図（２／２）
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図－２ サブドレン集水設備系統図（１～４号機） 
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図－３ サブドレン他浄化装置系統構成図 
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図－４ サブドレン他浄化装置 前処理フィルタの概念図 
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図－５ サブドレン他浄化装置 pH緩衝塔の概念図 
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図－６ サブドレン他浄化装置 吸着塔の概念図 
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P

P

浄化水移送ポンプＢ

P

P

攪拌ポンプＡ

サンプル
タンクA

港湾へ

サブドレン他浄化設備
処理装置供給タンクへ

サンプル
タンクG

サンプル
タンクＨ

サンプル
タンクＬ

港湾へ

浄化水移送ポンプＡ

攪拌ポンプＢ

サンプル
タンクD

サンプル
タンクE

サンプルタンクＡ～Dまで
構成同じ(並び順Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ）

サンプルタンクE～Gまで
構成同じ(並び順Ｇ,Ｆ,Ｅ）

サンプルタンクＨ,Ｊ,Ｋ,Ｌ
まで構成同じ
（並び順Ｈ,Ｊ,Ｋ,Ｌ）

※サンプルタンクはサブドレン他浄化設備に含まれる 

図－７ サブドレン他移送設備系統図 
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Ｐ

Ｐ

地下水ドレンポンド

地下水ドレンポンド揚水ポンプ※１

地下水ドレン中継タンク移送ポンプ※２

地下水ドレン中継タンク

移送配管（地下水ドレンポンド～地下水ドレン中継タンク）

移送配管（地下水ドレン中継タンク～集水タンク）

海側遮水壁（申請範囲外）

地下水ドレン前処理装置
移送配管（地下水ドレン前処理装置関係）

凡例

※１ 地下水ドレンポンド揚水ポンプは，地下水ドレンポンド内に設置されている。（各ポンドに１台ずつ，計５台）

※２ 地下水ドレン中継タンク移送ポンプは，地下水ドレン中継タンク内に設置されている。（各タンクに１台ずつ，計３台）

＃３ポンプ室＃２ポンプ室
＃１ポンプ室

＃４ポンプ室Ｐ

集水ﾀﾝｸ

＃１Ｔ/Ｂ ＃２Ｔ/Ｂ ＃３Ｔ/Ｂ ＃４Ｔ/Ｂ

Ｐ Ｐ Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

図－８ 地下水ドレン集水設備系統図 
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図－９ サブドレン集水設備系統図（５・６号機） 
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５・６号機サブドレン集水設備復旧による地下水流入低減について 

 

1. 概要 

５・６号機タ－ビン建屋等の周辺に設置されたサブドレンピットから地下水を汲み上げ

ることにより，５・６号機建屋への地下水流入量を低減することを目的とする。 

５・６号機サブドレンピットから汲み上げた地下水は，集水タンクに集水し（「添付資料

－１ 図－１ サブドレン他水処理施設の全体概要図」参照），サブドレン他浄化設備にて

浄化したのち，サブドレン他移送設備にて排水する。（排水の基準は「Ⅲ 特定原子力施設

の保安 第３編 2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理」を参照） 

５・６号機サブドレン集水設備は，揚水ポンプ，中継タンク，中継タンク移送ポンプ及

び移送配管で構成する。（「添付資料－１ 図－９ サブドレン集水設備系統図（５・６号

機）」参照） 

 

2．サブドレン集水設備の主要仕様 

(1) 中継タンク（５・６号機） 

名    称 中継タンク 

種       類 － 角形 

容       量 m3/個 35.0 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

主 

要 

内     寸 mm 1800×8700 

側 板 厚 さ mm 9.0 

寸 

法 

底 板 厚 さ mm 9.0 

高     さ mm 2285 

材

料 

側     板 － SS400 

底     板 － SS400 

個      数 個 2 

 

(2) その他機器 

a．揚水ポンプ（５・６号機）（完成品） 

台  数   13台 

容  量   35L/min 

 

b．中継タンク移送ポンプ（５・６号機）（完成品） 

台  数    2台 

容  量   450L/min 
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 (3) 配管 

主要配管仕様 

名 称 仕 様 

５・６号機サブドレンピット内 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A相当 

ポリエチレン 

0.62 MPa 

30 ℃ 

５・６号機サブドレンピット出口から 

５・６号機中継タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

80A相当, 100A相当 

ポリエチレン 

1.00 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

SUS304TP 

0.98 MPa 

40 ℃ 

５・６号機中継タンク出口から５・６号

機中継タンク移送ポンプ入口まで 

（鋼管） 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A/Sch.40,100A/Sch.40 

STPG370 

静水頭 

40 ℃ 

（伸縮継手） 呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

65A 

EPDM 

静水頭 

40 ℃ 

５・６号機中継タンク移送ポンプ出口か

ら集水タンク入口まで 

（ポリエチレン管） 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

100A相当 

ポリエチレン 

1.00 MPa 

40 ℃ 

（鋼管） 

 

呼び径／厚さ 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A/Sch.40 

STPG370 

0.98 MPa  

40 ℃ 

（伸縮継手） 

 

呼び径 

材質 

最高使用圧力 

最高使用温度 

50A 

EPDM 

0.98 MPa  

40 ℃ 

※ 現場施工状況により，配管仕様（呼び径，厚さ，材質）の一部を使用しない場合がある。 
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3．水位管理について 

 ５・６号機タ－ビン建屋等への地下水の流入を低減させるため，５・６号機サブドレン

集水設備を稼働し，サブドレン水位を低下させる。サブドレン水位の低下により各建屋か

らの滞留水の漏えいを防止するために，サブドレン水位を滞留水水位より高く保つ必要が

あることから，サブドレン揚水ポンプを建屋地下階床面＋2mを超える位置に設置する。  
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2.1.2 放射性液体廃棄物等の管理 

2.1.2.1  概要 

 (1)放射性液体廃棄物（事故発災前に稼働していた系統の液体） 

事故発災前に稼働していた系統の放射性液体廃棄物は，機器ドレン廃液，床ドレン廃液，

化学廃液及び洗濯廃液がある。これら廃液の処理設備は，滞留水に水没又は系統の一部が

故障しており，環境への放出は行っていない。 

  

(2)放射性液体廃棄物等（事故発災後に発生した液体） 

事故発災後に発生した放射性液体廃棄物等は，以下のものがある。 

１～３号機の原子炉を冷却するために注水を行っているが，注水後の水が原子炉建屋

等に漏出し滞留水として存在している。 

この汚染水については，外部に漏れないように建屋内やタンク等に貯蔵しているとと

もに，その一部を，汚染水処理設備により放射性物質の低減処理（浄化処理）を行い，浄

化処理に伴い発生する処理済水をタンクに貯蔵するとともに，淡水化した処理済水は原

子炉へ注水する循環再利用を行っている。 

汚染水処理設備の処理水及び処理設備出口水については，多核種除去設備により放射

性物質（トリチウムを除く）の低減処理を行い，処理済水をタンクに貯蔵する。 

５・６号機のタービン建屋等に流入した海水・地下水及び，放射性物質濃度が散水の基

準を超える堰内雨水は，滞留水として，貯留設備（タンク）へ移送し貯留するとともに，

その一部を，次のいずれかの方法により浄化処理を行い，構内散水に使用している。 

① 浄化ユニット及び淡水化装置による浄化処理 

② 浄化装置及び淡水化装置による浄化処理 

 ③ 浄化ユニットによる浄化処理 

 

１～４号機タービン建屋及び５・６号機タービン建屋等の周辺の地下水はサブドレン

ピットから汲み上げ，また，海側遮水壁によりせき止めた地下水は地下水ドレンポンドか

ら汲み上げ，サブドレン他浄化設備により浄化処理を行い，管理して排水する。 

地下水バイパスの実施に伴い汲み上げた地下水は，管理して排水する。 

汚染水タンクエリアの堰内に貯まった雨水は，管理して排水，若しくは構内散水する。

なお，堰内雨水が散水の基準を超えた場合は雨水処理設備により浄化処理を行う。 

 

なお，臨時の出入管理箇所で保管していた洗浄水は，福島第一原子力発電所に運搬した

後，構内に一時仮置きし，今後，処理する予定としている。 
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2.1.2.2  基本方針 

放射性液体廃棄物等（事故発災後に発生した液体。以降，同じ。）については，浄化処理

等必要な処理を行い，環境へ排水，散水する放射性物質の濃度を低減する。 

詳細は「2.1.2.3 (5)排水管理の方法」に定める。 

 

2.1.2.3  対象となる放射性液体廃棄物等と管理方法 

管理対象区域における建屋内，タンク等に貯蔵・滞留している放射性物質を含む水，サブ

ドレンピット等から汲み上げる水，当該建屋や設備へ外部から流入する水，及びそれらの水

処理の各過程で貯蔵している，あるいは発生する液体を対象とする。 

(1) 発生源 

①１～６号機の原子炉建屋及びタービン建屋等においては，津波等により浸入した大量

の海水が含まれるとともに，１～３号機においては原子炉への注水により，原子炉及

び原子炉格納容器の損傷箇所から漏出した高濃度の放射性物質を含む炉心冷却水が

流入し滞留している。また，１～４号機については，使用済燃料プール代替冷却浄化

系からの漏えいがあった場合には，建屋内に流入する。この他，建屋には雨水の流入，

及び地下水が浸透し滞留水に混入している。 

②地下水の建屋流入を抑制するために，１～４号機タービン建屋及び５・６号機タービ

ン建屋等周辺の地下水を汲み上げ（サブドレン），また，海側遮水壁によりせき止めら

れた地下水が，地表面にあふれ出ないように汲み上げる（地下水ドレン）。 

③臨時の出入管理箇所において，人の洗身及び車両の洗浄に使用した洗浄水を福島第一

原子力発電所に運搬した後，構内に一時仮置きしている。 

④建屋に流入する地下水を少なくするために，建屋山側の高台で地下水を汲み上げ，そ

の流路を変更して海にバイパスする（地下水バイパス）。 

⑤汚染水タンクエリアの堰内には，雨水が貯まる。 

 

１～４号機の建屋内滞留水は，海洋への漏えいリスクの高まる T.P.2.5m 盤到達までの

余裕確保のために水位を T.P.1.5m付近となるよう管理することとしている。具体的には，

原子炉建屋，タービン建屋，廃棄物処理建屋に水圧式の水位計を設置し，免震重要棟で水

位を監視しており，２～４号機タービン建屋から集中廃棄物処理建屋へ滞留水を移送して

いる。 
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(2) 浄化処理 

①多核種除去設備による浄化処理 

汚染水処理設備の処理済水に含まれる放射性物質（トリチウムを除く）については，

多核種除去設備により低減処理を行う。 

②１～４号機の浄化処理 

滞留水を漏えいさせないよう，プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋へ滞留水を移送し，

放射性物質を除去する汚染水処理設備により浄化処理を実施している。除去した放射性

物質を環境中へ移行しにくい性状にさせるため，放射性物質を吸着・固定化又は凝集す

る。 

③５・６号機の浄化処理 

貯留設備（タンク）へ滞留水を移送し，「2.1.2.1(2)放射性液体廃棄物等（事故発災

後に発生した液体）」に示す方法により浄化処理を実施している。（詳細は「Ⅱ 2.33.2 

５・６号機 仮設設備（滞留水貯留設備）」を参照） 

④サブドレン水及び地下水ドレン水の浄化処理 

サブドレンピットから汲み上げた水及び地下水ドレンポンドから汲み上げた水につ

いて，サブドレン他浄化設備により浄化処理を実施する。（詳細は「Ⅱ 2.35 サブドレ

ン他水処理施設」を参照） 

⑤堰内雨水の浄化処理 

堰内雨水について，放射性物質濃度が「(4)再利用」に示す散水の基準を超える場合は

雨水処理設備により浄化処理を実施する。 

 

(3) 貯蔵管理 

汚染水処理設備の処理済水については，多核種除去設備・増設多核種除去設備・高性能

多核種除去設備により，放射性物質（トリチウムを除く）の低減処理を行い，処理済水を

処理済水貯留用タンク・槽類に貯留する。 

１～４号機のタービン建屋等の高レベルの滞留水については建屋外に滞留水が漏えい

しないよう滞留水の水位を管理している。また，万が一，タービン建屋等の滞留水の水位

が所外放出レベルに到達した場合には，タービン建屋等の滞留水の貯留先を確保するため

に，プロセス主建屋に貯留している滞留水の受け入れ先として，高濃度滞留水受タンクを

設置している。 

１～４号機の廃棄物処理建屋等の地下階に設置されている容器等内の廃液については，

漏えいしても滞留水として系内にとどまる。また，地上階に設置されている容器等内の廃

液については，腐食により廃液が容器等から漏えいすることが懸念されるため，点検が可

能な容器等については，定期に外観点検または肉厚測定を行い，漏えいのないことを確認

する。また，高線量等により外観点検等が困難な容器等については，外観点検または肉厚

測定を実施した容器等の点検結果より，劣化状況を想定し，漏えいが発生していないこと
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を確認する。 

高レベル滞留水は処理装置（セシウム吸着装置，第二セシウム吸着装置，第三セシウム

吸着装置，除染装置），淡水化装置（逆浸透膜装置，蒸発濃縮装置）により処理され，水

処理により発生する処理済水は中低濃度タンク（サプレッション･プール水サージタンク，

廃液ＲＯ供給タンク，ＲＯ後濃縮塩水受タンク，濃縮廃液貯槽，ＲＯ及び蒸発濃縮装置後

淡水受タンク）に貯蔵管理する。 

５・６号機のタービン建屋等に流入した海水・地下水等は，滞留水として，貯留設備（タ

ンク）へ移送して貯留し，その一部は，浄化装置及び淡水化装置により浄化処理を行って

いる。各タンクは巡視点検により漏えいがないことを定期的に確認する。 

臨時の出入管理箇所において保管していた洗浄水は，福島第一原子力発電所に運搬した

後，構内に一時仮置きしており，巡視により漏えいがないことを定期的に確認する。 

地下水バイパス設備により汲み上げた地下水は，一時貯留タンクに貯留する。各タンク

は巡視点検により漏えいがないことを定期的に確認する。 

浄化処理後のサブドレン水及び地下水ドレン水は，サンプルタンクに貯留する。各タン

クは巡視点検により漏えいがないことを定期的に確認する。 

浄化処理後の堰内雨水は，処理水タンクに貯留する。各タンクは巡視点検により漏えい

がないことを定期的に確認する。なお，同様な管理を継続していくとともに，タンクは必

要に応じて増設する。 

 

(4) 再利用 

汚染水処理設備により放射性物質を低減し，浄化処理に伴い発生する処理済水は貯蔵を

行い，淡水化した処理済水については原子炉の冷却用水等へ再利用する。 

５・６号機のタービン建屋等に流入した海水・地下水等は，滞留水として，貯留設備（タ

ンク）へ移送して貯留し，「2.1.2.1(2)放射性液体廃棄物等（事故発災後に発生した液体）」

に示す方法により浄化処理を行い，構内散水に使用している。構内散水にあたっては，以

下に示す確認を行う。 

① 浄化ユニット及び淡水化装置により浄化処理した水または浄化装置及び淡水化装

置により浄化処理した水 

被ばく評価上有意な核種である Cs-134,Cs-137,Sr-90※,H-3（以下，「主要核種」とい

う）の放射性物質濃度を測定し，告示に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度との比

（以下，「告示濃度限度比」という）の和が 0.22以下となることを確認する。 

なお，浄化ユニット及び淡水化装置による浄化処理した水並びに浄化装置及び淡水化

装置により浄化処理した水の評価対象核種が同一である理由は，いずれも最後段に位置

する淡水化装置の浄化性能を基に評価対象核種を選定しているためである。 
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② 浄化ユニットにより浄化処理した水 

主要核種の放射性物質濃度を測定し，告示濃度限度比の和が 0.21以下であること，及

び前記の測定において，その他の人工のγ線放出核種が検出されていないことを確認す

る。 

 

堰内雨水について，当面，排水方法が確定するまでは，排水時と同様の確認を行い，処

理水を構内散水する。 

  なお，「(3)貯蔵管理」に示す管理において各タンクからの漏えいが確認された場合，当

該堰内雨水は散水せず，貯留用タンク・槽類へ移送して浄化処理する等必要な措置を講じ

る。 

 

※：Sr-90について 

主要核種の内，Sr-90 は放射壊変により娘核種である Y-90 を生成し，両者は永続平衡の

関係（Sr-90と Y-90の濃度が等しくなる状態）にある。また，Y-90の告示濃度限度 300Bq/L

は、Sr-90の告示濃度限度 30Bq/Lの 10倍である。 

このため，Sr-90 を単体分析して測定を行う場合には，Y-90の影響として Sr-90の 10分

の 1相当の値が告示濃度限度比に追加されることとなる。したがって，Sr-90分析値から得

られる告示濃度限度比を 1.1倍したものが Y-90の影響も含む値となる。 

一方，全β測定を行う場合には，計測結果にβ線放出核種である Sr-90 および Y-90両者

の放射能が含まれることとなる。仮に Sr-90 1Bq/L と Y-90 1Bq/Lのみが含まれる試料を全

β測定した場合には，約 2Bq/Lの測定結果が得られることになる。この結果をもとに Sr-90

と Y-90がそれぞれ同濃度，即ち 1Bq/Lずつ含まれていると考えると，告示濃度限度比とし

ては，1/30＋1/300≒0.0363となる。しかし，全β測定では放射能濃度を核種毎に確定させ

ることは困難である。このため，評価に保守性を持たせ，全β測定結果はすべて Sr-90であ

ると評価することとしている。この場合，告示濃度限度比は，2/30≒0.0667 となる。 

以上のことから，Sr-90 濃度を分析・評価する場合は，永続平衡の関係にある Y-90 の影

響も評価に加味し，以下の方法で行う。 

・ Sr-90濃度を全β値からの評価値とする場合，全β値を Sr-90濃度とする。 

・ Sr-90 濃度を Sr-90 分析値とする場合，Sr-90 分析値を 1.1 倍したものを Sr-90 濃度と

する。 

なお，排水前の分析においても同様とする。 

 

(5) 排水管理の方法 

排水前に主要核種を分析し，基準を満たしていることを確認した上で排水する。（排水

前の分析において，Sr-90は(4)再利用と同様の方法で評価する。）基準を満たしていない

場合は，排水せず，原因を調査し，対策を実施した上で排水する。 
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事故発災した１～４号機建屋及び５・６号機建屋近傍から地下水を汲み上げているサブ

ドレン他浄化設備の処理済水については，念のため定期的な分析で水質の著しい変動がな

いこと，及び３ヶ月の告示濃度限度比の和がサブドレン他浄化設備の処理済水の排水に係

る線量評価（詳細は，「Ⅲ.2.2.3放射性液体廃棄物等による線量評価」を参照）以下とな

ることなどを確認する。（添付資料－１，添付資料－２） 

 

① 排水前の分析 

放射性液体廃棄物等を排水する際は，あらかじめタンク等においてサンプリングを行

い，放射性物質の濃度を測定して，以下に示す基準を満たす場合に排水を行い，基準を

満たさない場合は必要な処理（浄化処理等）を行うものとする。 

排水前の分析において評価対象とする核種は，主要核種とする。 

なお，海洋への放出は，関係省庁の了解なくしては行わないものとする。 

 

地下水バイパス水は，Cs-134 が 1Bq／L未満，Cs-137が 1Bq／L未満，Sr-90が 5Bq／

L未満，H-3が 1,500Bq／L未満であることを測定により確認する。 

 

サブドレン他浄化設備の処理済水は，Cs-134が 1Bq／L未満，Cs-137が 1Bq／L未満，

Sr-90 が 3(1)Bq／L 未満※，H-3 が 1,500Bq／L 未満であること，及び前記の測定にお

いて，その他の人工のγ線放出核種が検出されていないことを測定により確認する。

（※ Sr-90は，１０日に１回程度の頻度で 1Bq/L未満であることを確認する。）なお，

サブドレン他浄化設備については，これに加え集水タンクへの汲み上げ時についても，

H-3が 1,500Bq／L未満であることを測定により確認する。 

 

その他排水する放射性液体廃棄物等については，主要核種の放射性物質濃度を測定

し，告示濃度限度比の和が 0.22以下となることを確認する。 

 

② 定期的な分析 

 サブドレン他浄化設備の処理済水については，その濃度に著しい変動がないこと，及

び主要核種以外の核種の実効線量への寄与が小さいことを確認するために，排水実績

に応じた加重平均試料を作成し，以下の確認を行う。 
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ａ．１ヶ月毎の分析 

以下に示す検出限界濃度を下げた測定を行い，著しい変動がないことを確認する。著し

い変動があった場合には，排水を停止し，「ｂ．四半期毎の分析」に準じた分析・評価を

行い，原因調査及び対策を行った上で排水を再開する。 

 

Cs-134 ： 0.01 Bq/L 

Cs-137 ： 0.01 Bq/L 

全β ： １  Bq/L 

H-3  ：10  Bq/L 

Sr-90 ： 0.01 Bq/L 

全α ： 4 Bq/L 

 

ｂ．四半期毎の分析 

主要核種及びその他 37核種（計 41核種※）の告示濃度限度比の和が，サブドレン他浄

化設備の処理済水の排水に係る線量評価（詳細は，「Ⅲ.2.2.3 放射性液体廃棄物等による

線量評価」を参照）を超えていないことを確認する。これを超えた場合は，排水を停止し，

原因調査及び対策を行った上で排水を再開する。 

 

※41核種：以下の方法により 41核種を選定した。 

・排水中の放射性物質の起源を安全側に建屋滞留水と仮定し，ORIGEN コードにより原子

炉停止３０日後に燃料中に存在すると評価した核分裂生成物の中から，希ガス，不溶解

性物質，及び原子炉停止後３年経過時点の放射性物質濃度が告示濃度限度比 0.01以下

の核種を除外し，また事故発生前の原子炉水中に存在した放射性腐食生成物について，

その放射性物質濃度（最大値）を事故後３年減衰させた場合の告示濃度限度比が 0.01

以下の核種を除外し，48核種を選定した。（添付資料－３） 

・更に，その 48核種のうち原子炉停止後５年経過時点の放射性物質濃度が告示濃度限度

比 0.01 以下となる核種，及び Cs-137 の同位体，娘核種であり，Cs-137 との存在比率

から，Cs-137 の濃度が排水時の運用目標である 1Bq/L であった場合においても，告示

濃度限度比の和に有意な影響を与えない核種を除外したもので，以下の核種をいう。

（添付資料－４） 

Sr-90,Y-90,Tc-99, Ru-106, Rh-106,Ag-110m,Cd-113m,Sn-119m,Sn-123, 

Sn-126, Sb-125,Te-123m,Te-125m,Te-127,Te-127m,I-129,Cs-134,Cs-137 

Ce-144,Pr-144,Pr-144m,Pm-146,Pm-147,Sm-151,Eu-152,Eu-154, 

Eu-155,Pu-238,Pu-239,Pu-240,Pu-241,Am-241,Am-242m,Am-243, 

Cm-243,Cm-244 

Mn-54,Co-60,Ni-63,Zn-65,H-3 
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2.1.2.4  添付資料 

 添付資料－１ サブドレン他水処理施設の排水管理に関する運用について 

 添付資料－２ サブドレン他水処理施設の排水に係る評価対象核種について 

添付資料－３ サブドレン他水処理施設の排水管理を行う核種選定実施のための確認対

象核種について 

添付資料－４ 確認対象核種の再選定について（事故発災から 5 年経過後の減衰等を考

慮した見直し） 

 



 Ⅲ-3-2-1-2-添 1-1 

サ
ブ
ド
レ
ン
他
水
処
理
施
設
の
排
水
管
理
に
関
す
る
運
用
に
つ
い
て

処
理
プ
ロ
セ
ス

排
水
前
の
分
析

１
ヶ
月
毎
の
分
析

四
半
期
毎
の
分
析

集
水
タ
ン
ク
へ
の
汲
み
上
げ

C
s-

1
3
4,

C
s-

1
37

,H
-
3を

測
定

※
1

H
-
3
が

1
5
0
0
B

q/
L

を
下
回
る

タ
ン
ク
等
へ
移
送
、
及
び

原
因
調
査

N
O

サ
ン
プ
ル
タ
ン
ク
へ
移
送

浄
化
処
理
の
実
施

C
s-

1
3
4,

C
s-

1
37

,全
β

,H
-
3

を
測
定

運
用
目
標

※
２

を
下
回
る

原
因
調
査
、
及
び
再
浄

化
又
は
タ
ン
ク
等
へ
移

送

排
水
の
実
施

1
ヶ
月
間
の
排
水
実
績
に
応
じ
た

加
重
平
均
試
料

3
ヶ
月
間
の
排
水
実
績
に
応
じ
た

加
重
平
均
試
料

著
し
い
上
昇

※
４

が
な
い
こ
と

検
出
限
界
濃
度
を
下
げ
た

測
定

※
３

通
常
運
用

Y
E
S

N
O

4
1
核
種
の
定
量

（
測
定
等
）

4
1
核
種
の
告
示
濃
度
比
の

総
和
が
判
定
値

※
５
を

下
回
る

通
常
運
用

原
因
調
査
・
対
策

Y
E
S

N
O

汲
み
上
げ
水
の
水
質
確
認

運
用
目
標

※
２
を
下
回

る
こ
と
の
確
認

処
理
済
水
に
著
し
い
変

動
が
な
い
こ
と
の
確
認

4
1
核
種
の
告
示
濃
度
比

の
和
が
判
定
値

※
５
を
下

回
る
こ
と
の
確
認

Y
E
S

Y
E
S

N
O

※
1
：
検
出
で
き
る
レ
ベ
ル
で
測
定
を
実
施
。

4
1
核
種
の
定
量

（
測
定
等
）

「
１
ヶ
月
毎
の
分
析
」へ

「
四
半
期
毎
の
分
析
」へ

排
水
し
た
タ
ン
ク
の

試
料
を
保
管

41
核
種
に
著
し
い
変
動
が

な
い
こ
と
の
確
認 原
因
調
査
・
対
策

※
２
運
用
目
標

C
s-

1
3
4
：１

B
q/

L
C

s-
1
3
7
：1

B
q/

L
S
r-
9
0
※
：
3（
１
）
B

q/
L
 

H
-
3
：
1
5
00

B
q/

L
上
記
が
確
認
で
き
る
測
定
条
件
に
お
い
て

γ
線
ス
ペ
ク
ト
ル
を
確
認
し
、
そ
の
他
γ
線

放
出
核
種
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

※
：
全
β
も
し
く
は

S
r-

9
0
分
析
値
の

1
.1
倍
と
し
，

1
0
日
に

1
回
程
度

の
頻
度
で

1
B

q/
L
未
満
を
確
認
。

※
３
以
下
の
検
出
限
界
濃
度
で
測
定

C
s-

1
3
4：

0
.0

1 
B

q/
L

C
s-

1
3
7：

0
.0

1 
B

q/
L

全
β

  
  
：
１

B
q/

L

H
-
3
  
  
 ：

1
0
 B

q/
L

S
r-

9
0
：
0
.0

1
B

q/
L

全
α

：
4
B

q/
L

※
４ 上
記
※
３
に
よ
る
測
定
の
結
果
、

著
し
い
上
昇
が
な
い
こ
と
。

な
お
、
著
し
い
上
昇
に
つ
い
て
は
、
運

用
実
績
を
踏
ま
え
、
傾
向
を
把
握
し
た

上
で
判
断
す
る
こ
と
と
す
る
。

C
s-

1
3
4
,C

s-
1
3
7
に
つ
い
て
は
、
浄
化
機
能
把
握
、

水
質
の
傾
向
把
握
の
た
め
に
測
定
実
施
。

※
５
判
定
値

サ
ブ
ド
レ
ン
他
水
処
理
施
設
の
処

理
済
水
の
排
水
に
係
る
線
量
評

価
の
値
（
0
.2

0m
S
v/
年
）と
す
る
。

排
水
停
止

排
水
再
開

排
水
停
止

排
水
再
開

添付資料－１ 



 Ⅲ-3-2-1-2-添 2-1 

添付資料－２ 

 

サブドレン他水処理施設の排水に係る評価対象核種について 

 

 事故発災に伴うフォールアウト，飛散瓦礫に付着した放射性物質を含むと考えられるサブ

ドレン他水処理施設の汲み上げ水について，念のため，主要核種を含む 48核種（添付資料－

３参照）の水質を確認した。 

 

１．サブドレン他浄化設備の水質について 

（１）処理前の水質 

・ 浄化対象の全てのピットを汲み上げたサブドレン他浄化設備の処理前水の告示濃度限度

比の和については，主要核種（Cs-134，Cs-137，Sr-90，H-3）で約 92%を占めている。 

・ その他 44核種のうち，検出等により存在すると評価したのは 5核種で約 0.3%であり，主

要核種に比べて十分小さい。残り 39核種については，検出されていないものの，仮に検

出限界濃度（以下，ND値）を用いて評価した場合で約 7.6%未満である。その他 44核種の

割合は十分に小さいことを確認した。（表１）・（表３）・（表４） 

 

（２）処理後の水質 

・ 浄化対象の全てのピットを汲み上げたサブドレン他浄化設備の処理済水の水質は，48 核

種を対象とした詳細分析（ND 値を下げた分析）の結果，0.015 未満であることを確認し

た。このうち，主要核種の告示濃度限度比の和は 0.011未満であった。その他 44核種の

うち，検出等により存在すると評価した 5核種の告示濃度限度比の和は 0.0020であった。

残り 39 核種については，検出されていないものの，仮に ND 値を用いて評価した場合で

告示濃度限度比の和が 0.0022未満であった。 

・ 従って，その他 44核種の告示濃度限度比の和は，0.0041未満であった。（表２） 

・ なお，10ピットを汲み上げた処理済水について，その他 44核種の告示濃度限度比の和が

0.0039 未満（検出等により存在すると評価したのは 7 核種で 0.0021，ND 値以下の 37 核

種で 0.0018未満）であることを確認している。この 10ピットを汲み上げた処理済水と，

上述の全てのピットを汲み上げた処理済水の告示濃度限度比の和の差は，0.0002

（=0.0041未満-0.0039未満）であり，その他 44核種の変動は小さいことを確認した。 

 

２．排水に係る評価対象核種 

最も放射性物質が多いと考えられる 1～4号機建屋近傍の水質において主要核種が支配的

であることから，各系統の排水に係る評価対象核種は，主要核種（Cs-134，Cs-137，Sr-90，

H-3）とする。 

なお，1～4号機建屋及び 5・6号機建屋近傍の水を汲み上げるサブドレン他浄化設備の処

理済水については，水質に著しい変動がないことなどを確認するため，念のため定期的に

「添付資料－４」に定める 41核種を確認する。 
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（１）1～4号機 

表１ 主要核種の告示濃度限度比の割合（処理前水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未満：検出限界以下の核種は，検出限界濃度を用いて告示濃度限度比を算出 

 

処理対象の全てのピット：No.1,30,37,49,57 ピット及び 5・6 号機建屋近傍のサブドレン

ピット 23 ピットを除く 41 ピット。なお，これに含まれていなかった No.1 ピットについて

は，表１の主要核種の告示濃度限度比の和 6.1に対し 1.8，44核種の告示濃度限度比の和 0.53

未満に対し 0.15未満，44核種の告示濃度限度比の和の割合約 7.9％未満に対し約 7.7％未満

であり，それぞれ表１に示した値以下であることが確認できている。 

 

表２ その他 44核種の告示濃度限度比 （処理済水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未満：検出限界以下の核種は，検出限界濃度を用いて告示濃度限度比を算出 

 

 

未検出（39核種）

検出等（5核種）

処理対象の全てのピット

サブドレン、地下水ドレンの
汲み上げ水

約0.3％0.02544核種

6.7未満告示濃度限度比の総和

約7.6％未満

約92％

割合

0.50未満

0.0060H-3

0.23Sr-90

4.1Cs-137

1.8Cs-134主要核種

告示濃度限度比

未検出（39核種）

検出等（5核種）

処理対象の全てのピット

サブドレン、地下水ドレンの
汲み上げ水

約0.3％0.02544核種

6.7未満告示濃度限度比の総和

約7.6％未満

約92％

割合

0.50未満

0.0060H-3

0.23Sr-90

4.1Cs-137

1.8Cs-134主要核種

告示濃度限度比

0.22
運用目標の告示濃度限
度比の和

0.0039未満0.0041未満小計

未検出

検出等

10ピット（参考）処理対象の全てのピット

0.015未満

0.0018未満

（37核種）

0.0021

（7核種）

0.011

告示濃度限度比

サブドレン、地下水ドレンの汲み上げ水

0.0020

（5核種）

44核種

0.015未満告示濃度限度比の総和

0.0022未満

（39核種）

0.011未満主要核種

告示濃度限度比

0.22
運用目標の告示濃度限
度比の和

0.0039未満0.0041未満小計

未検出

検出等

10ピット（参考）処理対象の全てのピット

0.015未満

0.0018未満

（37核種）

0.0021

（7核種）

0.011

告示濃度限度比

サブドレン、地下水ドレンの汲み上げ水

0.0020

（5核種）

44核種

0.015未満告示濃度限度比の総和

0.0022未満

（39核種）

0.011未満主要核種

告示濃度限度比
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表３ 浄化対象に追加するピットの告示濃度限度比 

 

未満：検出限界以下の核種は，検出限界濃度を用いて告示濃度限度比を算出 

 

浄化対象に追加するピットから汲み上げた水の主要核種（Cs-134，Cs-137，Sr-90，H-3）

およびその他 44 核種の告示濃度限度比の総和は表３の通り，表１に示した値以下であるこ

とが確認できている。 

 

（２）5・6号機 

5・6号機建屋近傍の汲み上げ水に含まれる放射能は，1～4号機の破損燃料を冷却している

1～4 号機滞留水と発生源が異なり，フォールアウトが主であることから 5・6 号機建屋近傍

のサブドレンピット23ピットの汲み上げ水を均等に混合した水の48核種の水質を確認した。 

 

表４ 浄化対象に追加する 5・6 号機サブドレンピットの告示濃度限度比 

 

 

 表４の通り，主要核種及びその他 44 核種の告示濃度限度比の総和は表１に示した値以下

であった。 

Cs-134 Cs-137 Sr-90 H-3 検出等 未検出

0.001未満 0.0048 0.00097未満 0.000065 0.0068未満
0.00000054
(2核種)

0.16未満
(42核種）

0.16未満 0.17未満

告示濃度限度比
合計主要核種

小計
44核種

小計
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添付資料－３ 

 

サブドレン他水処理施設の排水管理を行う核種選定実施のための確認対象核種について 

 

１．確認対象核種の選定 

サブドレン他水処理施設の汲み上げ水は，主に事故発災に伴うフォールアウト，飛散瓦

礫等に付着した放射性物質を含むことから，排水管理の評価対象とすべき核種は主要核種

（Cs-134,Cs-137,Sr-90,H-3）と考えている。 

排水管理の評価対象核種を選定するに際して，主要核種以外の核種で線量評価に影響を

与える核種は十分小さいものと考えているが，念のために，主要核種以外の核種の有無を

確認することとした。 

確認すべき核種を選定するにあたり，安全側に仮定を行うため，炉心インベントリ等か

ら被ばく評価上有意な核種として，主要核種を含む 48 核種※を選定した。（図１） 

 

※ 建屋滞留水の除去対象核種を選定する方法を用いて，建屋滞留水（235 核種）の除去対

象 62 核種にトリチウムを加えた 63 核種について，事故発災から３年経過しているこ

とによる減衰を考慮し，さらに告示濃度限度比が 1/100 以下となる核種を除外するこ

とによって，48 核種を選定した。この 48 核種を排水管理の評価対象核種の選定を行

うための確認対象核種（表１）とした。 

 

 

黄色枠 ：本資料の説明範囲 

 

図 1 確認対象核種の選定方法について 
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表１ 確認対象核種（48 核種）                   単位：Bq/Ｌ 

核種 線種 
告示 

濃度限度 
核種 線種 

告示 

濃度限度 

Sr-89 β 3E+2 Pr-144 βγ 2E+4 

Sr-90 β 3E+1 Pr-144m γ 4E+4 

Y-90 β 3E+2 Pm-146 βγ 9E+2 

Y-91 βγ 3E+2 Pm-147 β 3E+3 

Tc-99 β 1E+3 Sm-151 β 8E+3 

Ru-106 β 1E+2 Eu-152 βγ 6E+2 

Rh-106 βγ 3E+5 Eu-154 βγ 4E+2 

Ag-110m βγ 3E+2 Eu-155 βγ 3E+3 

Cd-113m βγ 4E+1 Gd-153 γ 3E+3 

Sn-119m γ 2E+3 Pu-238 α 4E+0 

Sn-123 βγ 4E+2 Pu-239 α 4E+0 

Sn-126 βγ 2E+2 Pu-240 α 4E+0 

Sb-124 βγ 3E+2 Pu-241 β 2E+2 

Sb-125 βγ 8E+2 Am-241 αγ 5E+0 

Te-123m γ 6E+2 Am-242m α 5E+0 

Te-125m γ 9E+2 Am-243 αγ 5E+0 

Te-127 βγ 5E+3 Cm-242 α 6E+1 

Te-127m βγ 3E+2 Cm-243 αγ 6E+0 

I-129 βγ 9E+0 Cm-244 α 7E+0 

Cs-134 βγ 6E+1 Mn-54 γ 1E+3 

Cs-135 β 6E+2 Co-60 βγ 2E+2 

Cs-137 βγ 9E+1 Ni-63 β 6E+3 

Ba-137m γ 8E+5 Zn-65 γ 2E+2 

Ce-144 βγ 2E+2 H-3 β 6E+4 

告示濃度限度：「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物

質の防護に関して必要な事項を定める告示」に定められた周辺監視区域外の

水中の濃度限度（単位は，Bq/L に換算した） 
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２．確認対象核種の抽出時に除外された核種の線量寄与について 

建屋滞留水の除去対象核種は，告示濃度限度比が 1/100 以下の核種を除外している。以

下に，除外された核種について，48 核種の告示濃度限度比の和に対する線量影響を確認し

た。 

 

（１）除外方法 

 （減衰を考慮する期間以外は，建屋滞留水の除去対象核種選定と同じ方法を用いた：図２） 

ａ．告示に記載された約 1000 核種について，ORIGEN コードによる炉心インベントリ等

からの評価を行い，告示に記載された約 1000 核種から原子炉停止 30 日後に存在しな

い核種，希ガス，不溶解性核種をそれぞれ除外すると 235 核種となる。 

ｂ．235 核種について，事故発災１年の減衰を勘案し，告示濃度限度比 1/100 以下の核種

を除外すると，63 核種（建屋滞留水の除去対象核種 62 核種＋H-3）となる。 

ｃ．62 核種について，事故発災３年の減衰を勘案し，告示濃度限度比 1/100 以下の核種を

除外して，48 核種を確認対象核種として抽出した。 

 

（２）線量寄与の確認結果 

48 核種の告示濃度限度比の和を１とした場合，235 核種から除外された核種（235-

48=187 核種：事故発災３年後）の告示濃度限度比の和は，3×10－10であり，除外された

核種の寄与は極めて小さい。 

なお，上記評価による 235 核種から除外された核種（235-48=187 核種：事故発災 3 年

後）の告示濃度限度比の和は，建屋滞留水で 0.018 となる。一方，サブドレン，地下水

ドレンの水質は，汲み上げ予定の最も濃度が高いピットで，現状の建屋滞留水と比べて

H-3 が 1/100 程度，Cs-137 が 1/10000～1/1000 程度（表２参照）である。サブドレン，

地下水ドレンにおける除外された 187 核種の線量寄与は，仮に現状の建屋滞留水との比

率（地下水とともに最も移行し易いと考えられる核種である H-3 の比率：1/100）を上記

0.018 に乗じても，0.00018 程度であった。 

  

 

 

図２ 確認対象核種の抽出の方法と除外された核種の線量寄与 

① 約１０００核種（告示記載核種）

③ ６３核種（ALPS除去対象核種＋H-3）

④ ４８核種

② ２３５核種

ａ 約７６５核種

ｂ １７２核種

・炉停止後30日後に炉に存在しない核種
・希ガス
・不溶解性の核種

・１年の減衰を勘案し、告示の濃度限度
に対する比1/100以下の核種

ｃ １５核種

・３年の減衰を勘案し、告示の濃度限
度に対する比1/100以下の核種

確認対象核種の抽出で除外された核種の線量寄与（事故発災３年後）

告示比（ｂ+ｃ）／告示比④ ＝（１．８×１０－２）／（５．３×１０７）

≒ ３×１０－１０

告示比：告示の濃度限度に対する比の和

建屋滞留水についての評価
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表２ サブドレン，地下水ドレン，建屋滞留水の水質 

                                  単位：Bq/L 

核種 

放射能濃度（Bq/L） 建屋滞留水に対する比 

① 

サブドレン 

② 

地下水ドレン 

③ 

建屋滞留水 

④ 

サブドレン 

（①の最大/③） 

⑤ 

地下水ドレン 

（②の最大/③） 

Cs-134 
ND(0.66) 

～1,700 

ND(1.7) 

～10 

85 万 

～750 万 

1/8000 

～1/500 

1/75 万 

～1/85000 

Cs-137 
ND(0.71) 

～5,200 

ND(1.8) 

～28 

220 万 

～2,000 万 

1/8000 

～1/400 

1/71 万 

～1/78000 

全β 
ND(11) 

～5.700 

ND(14) 

～1,400 

250 万 

～6,600 万 

1/20000 

～1/400 

1/47000 

～1/1700 

H-3 
ND(2.8) 

～3,200 

220 

～4,100 
36 万 1/100 1/87 

備考：サブドレン，地下水ドレンには，事故により環境中へ放出された放射性物質を含むが，

建屋滞留水が混入しないように管理されており，Cs-137，全β放射能は建屋滞留水の

1/1000 程度，H-3 は 1/100 程度である。 

サブドレンについては，上表の核種に加えて Sb-125 が ND(1.2）～34Bq/L があり，建

屋滞留水の 7500Bq/L（H26.7.8 淡水化装置入口水）の 1/200 程度となっている。 
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３．参考 

●建屋滞留水の除去対象 62 核種から除外された核種 

建屋滞留水の除去対象としている 62 核種は，事故発災後の炉心インベントリ核種等に

対して 1 年（365 日）の減衰を勘案して選定したものである。排水管理の核種選定を行う

ための確認対象核種の抽出では，炉心インベントリ核種等の減衰期間を 3 年間（1095 日）

としたことによって，告示濃度限度比が 1/100 以下になった比較的短半減期の表３の 15 核

種を除外した。これにより残った核種は 47 核種となり，確認対象核種は H-3 を含めると

48 核種となる。 

 

 表３ 建屋滞留水の除去対象 62 核種から除外された核種 

核種 主な線種 
半減期 

（ｄ） 

Rb-86 βγ 18.63 

Nb-95 βγ 34.975 

Ru-103 βγ 39.4 

Rh-103m βγ 0.935 

Cd-115m βγ 44.8 

Te-129 βγ 0.0479 

Te-129ｍ βγ 33.5 

Cs-136 βγ 13.16 

Ba-140 βγ 12.79 

Ce-141 βγ 32.5 

Pm-148 βγ 5.37 

Pm-148m βγ 41.3 

Tb-160 βγ 72.1 

Fe-59 βγ 44.5 

Co-58  γ 70.82 
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添付資料－４ 

 

確認対象核種の再選定について 

（事故発災から5年経過後の減衰等を考慮した見直し） 

 

１．確認対象核種の再選定 

排水管理の評価対象核種を選定するに際して，主要核種以外の核種で線量評価に影響を

与える核種は十分小さいものと考えているが，念のために，主要核種以外の核種の寄与を分

析により確認することとした。 

サブドレン他水処理施設の処理済水の確認すべき核種を選定するにあたっては，安全側

に仮定を行うため，炉心インベントリ等から滞留水に存在すると評価した放射性核種につ

いて，サブドレン他水処理施設の処理済水の排水管理を検討した2014年3月時点（事故発災

から3年経過）での減衰による濃度低下を考慮した上で，被ばく評価上有意な核種として「添

付資料－３」の通り48核種を選定した。 

この48核種に対して，2016年3月時点で事故発災から5年が経過したことを踏まえ，減衰に

よる濃度低下を考慮し再度核種選定を行った。 

更に，Cs-137の同位体，娘核種のうち，告示濃度限度比が十分小さい核種について見直し

を行った結果，主要核種を含む41核種を選定した。（図1） 

この41核種を確認対象核種（表1）とした。 

 

 

黄色枠 ：本資料の説明範囲 

 

図 1 確認対象核種の選定方法について 
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表１ 確認対象核種（41 核種）                   単位：Bq/Ｌ 

核種 線種 
告示 

濃度限度 
核種 線種 

告示 

濃度限度 

Sr-90 β 3E+1 Pm-146 βγ 9E+2 

Y-90 β 3E+2 Pm-147 β 3E+3 

Tc-99 β 1E+3 Sm-151 β 8E+3 

Ru-106 β 1E+2 Eu-152 βγ 6E+2 

Rh-106 βγ 3E+5 Eu-154 βγ 4E+2 

Ag-110m βγ 3E+2 Eu-155 βγ 3E+3 

Cd-113m βγ 4E+1 Pu-238 α 4E+0 

Sn-119m γ 2E+3 Pu-239 α 4E+0 

Sn-123 βγ 4E+2 Pu-240 α 4E+0 

Sn-126 βγ 2E+2 Pu-241 β 2E+2 

Sb-125 βγ 8E+2 Am-241 αγ 5E+0 

Te-123m γ 6E+2 Am-242m α 5E+0 

Te-125m γ 9E+2 Am-243 αγ 5E+0 

Te-127 βγ 5E+3 Cm-243 αγ 6E+0 

Te-127m βγ 3E+2 Cm-244 α 7E+0 

I-129 βγ 9E+0 Mn-54 γ 1E+3 

Cs-134 βγ 6E+1 Co-60 βγ 2E+2 

Cs-137 βγ 9E+1 Ni-63 β 6E+3 

Ce-144 βγ 2E+2 Zn-65 γ 2E+2 

Pr-144 βγ 2E+4 H-3 β 6E+4 

Pr-144m γ 4E+4 － － － 

告示濃度限度：「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物

質の防護に関して必要な事項を定める告示」に定められた周辺監視区域外の

水中の濃度限度（単位は，Bq/L に換算した） 

 

２．新たに除外された核種の線量寄与について 

以下の通り，「添付資料－３」で選定した確認対象核種から新たに7核種を除外し，その線

量寄与を確認した。 

 

（１）除外方法 

ａ．「添付資料－３」で選定した48核種について，事故発災5年(1827日)の減衰を勘案し，

建屋滞留水中における濃度が告示濃度限度比1/100 以下となる5核種を除外した。 

（図1 d） 

 

ｂ．Cs-137の濃度が排水時の運用目標である1Bq/Lであった場合においても，告示濃度限度

比の和に有意な影響を与えないCs-137の同位体および娘核種の2核種を除外した。（図1 

e） 
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（２）線量寄与 

事故発災から 5年後の建屋滞留水における 48核種の告示濃度限度比の和を１とした

場合，今回除外する 7核種の告示濃度限度比は 6.9×10-5であり，除外された核種の線

量への寄与は極めて小さい。 

 

３．参考 

今回新たに除外された7核種は，表２の通りである。 

 

 表２ 新たに除外された核種 

核種 主な線種 半減期 備 考 

Sr-89 β 50.5日  

Y-91 βγ 58.5日  

Sb-124 βγ 60.2日  

Gd-153 γ 241.6日  

Cm-242 α 162.8日  

Cs-135 β 230万年 Cs-137の同位体 

Ba-137m γ 2.55分 Cs-137の娘核種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


